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特別養護老人ホーム 末広たいせつの郷 料金表（１日あたりの料金） 

介護老人福祉施設サービス（１日あたりの料金） ユニット型個室  

 

 

介護保険負担割合が２割負担の方 

 

 

 

要介護度区分 
要介護度

１  

要介護度

２  

要介護度

３  

要介護度

４  

要介護度

５  

① 基本サービス利用料金 652 円  720 円  793 円  862 円  929 円  

ご利用者 

負担 

第１段階 

② 居住費 820 円  

③ 食 費 300 円  

自己負担計 

（①+②+③） 
1,772 円  1,840 円  1,913 円  1,982 円  2,049 円  

ご利用者 

負担 

第２段階 

② 居住費 820 円  

③ 食 費 390 円  

自己負担計 

（①+②+③） 
1,862 円  1,930 円  2,003 円  2,072 円  2,139 円  

ご利用者 

負担 

第３段階 

① 

② 居住費 1,310 円  

③ 食 費 650 円  

自己負担計 

（①+②+③） 
2,612 円  2,680 円  2,753 円  2,822 円  2,889 円  

ご利用者 

負担 

第３段階 

② 

② 居住費 1,310 円  

③ 食 費 1,360 円  

自己負担計 

（①+②+③） 
3,322 円  3,390 円  3,463 円  3,532 円  3,599 円  

ご利用者 

負担 

第４段階 

② 居住費 2,630 円  

③ 食 費 1,680 円  

自己負担計 

（①+②+③） 
4,962 円  5,030 円  5,103 円  5,172 円  5,239 円  

④ 基本サービス利用料 1,304 円  1,440 円  1,586 円  1,724 円  1,858 円  

⑤ 居住費 2,630 円  

⑥ 食 費 1,680 円  

自己負担計（④+⑤+⑥） 5,614 円  5,750 円  5,896 円  6,034 円  6,168 円  
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介護保険負担割合が３割負担の方 

 

 

 

⚫ 他に発生する介護サービス費（下記は１割負担の料金です） 

（１日毎に発生する料金） 

日常生活継続支援加算

（Ⅱ） 
４６円 

①  新規入居者の総数のうち、要介護度４～５の割

合が７０％以上、又は認知症日常生活自立度Ⅲ

以上の割合が６５％以上、又は、痰の吸引や経

管栄養等が必要なご利用者の割合が１５％以

上。 

② 介護福祉士をご利用者の数が６又は端数を増す

ごとに１名以上配置。 

看護体制加算（Ⅰ）ロ ４円 常勤の看護師を１名以上配置 

看護体制加算（Ⅱ）ロ ８円 

①  看護職員をご利用者数が２５又はその端数を

増すごとに１名以上配置 

②  看護職員を指定基準に１を加えた数以上配置 

③  看護職員により２４時間の連絡体制を確保 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ １８円 
夜勤職員を指定基準に１を加えた数以上の介護職

員を配置 

個別機能訓練加算(Ⅰ) １２円 
機能訓練計画に基づき機能訓練指導員、及びその

他の職員により個別に機能訓練を行う 

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 

介護サー

ビス費※ 3 

合計金額

の 

８．３％ 

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職

員の賃金の改善策等を実施している 

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ） 

介護サー

ビス費※ 3 

合計金額

の 

２．７％ 

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職

員の賃金の改善策等を実施している 

栄養マネジメント 

強化加算 
１１円 

①低栄養状態のリスクが高い入居者に対し、栄養

ケア計画に従い、食事の観察を週３回以上実施

し、食事を調整する。 

②リスクの低い入居者にも、食事の際の変化を把

握し、早期に対応する。 

④  栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、当該

情報等を活⽤した場合。 

 

 

⑦ 基本サービス利用料 1,956 円  2,160 円  2,379 円  2,586 円  2,787 円  

⑧ 居住費 2,630 円  

⑨ 食 費 1,680 円  

自己負担計（⑦+⑧+⑨） 6,266 円  6,470 円  6,689 円  6,896 円  7,097 円  
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（１ヶ月毎に発生する料金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学的介護推進 

体制加算(Ⅱ) 
５０円  

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)に加え、疾病状況

や服薬情報も合わせて厚生労働省へ提出した場

合。 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０円  

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者

に対し口腔ケアを月２回以上行う。又、介護職

員に対し、技術的助言・指導・相談を行う 

個別機能訓練加算Ⅱ ２０円  

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している⼊所者に

ついて、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚

⽣労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって

当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活⽤すること。 

口腔衛生管理加算Ⅱ １１０円  

加算(Ⅰ)の要件に加え、⼝腔衛⽣等の管理に係

る計画の内容等の情報を厚⽣労働省に提出し、

⼝腔衛⽣等の管理の実施に当たって、当該情報 

その他⼝腔衛⽣等の管理の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を 

活⽤していること。 

介護職員等 

ベースアップ等支援加算 

介護サー

ビス費※

合計金額

の 1.6% 

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護

職員の賃金の改善策等を実施している。 
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⚫ 上記の他に該当した際に発生する介護サービス費（下記は１割負担の料金です） 

（１日毎に発生する料金） 

初期加算 ３０円 
ご利用者が新規に入居及び１ヶ月以上の入院後、

再び入居した場合３０日間加算 

入院・外泊時 ２４６円 
ご利用者が入院及び外泊の場合、６日を限度とし

て負担が必要。入院・外泊の初日及び末日は不要。 

療養食加算 ６円/回 
医師の指示に基づく療養食を提供した場合。 

※1 日につき 3 回を限度 

経口移行加算 ２８円  

経管により食事を摂取するご利用者が、経口摂取

を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理、

及び、看護職員等により支援を行った場合。（１

８０日間を限度） 

安全対策体制加算 

２０円 

(入居時１

回のみ) 

外部の研修を受けた担当者を配置し、施設内に安

全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施す

る体制が整備されている。 

看取り介護加算（Ⅰ） 

７２円 

施設基準に適合し、基準に適合するご利用者につ

いて、看取り介護を行った場合。（死亡日４５日

前～３１日前） 

１４４円 
上記同様に看取り介護を行った場合。（死亡日３

０前～４日前） 

６８０円 
上記同様に看取り介護を行った場合。（死亡日の

前日、及び前々日） 

1,280 円 上記同様に看取り介護を行った場合。（死亡日） 

看取り介護加算（Ⅱ） 

７２円 
①入居者に対する緊急時の注意事項や病状等に

ついての情報共有の方法及び曜日や時間帯ご

との医師との連絡方や診察を依頼するタイミ

ングなどについて、配置医師施設の間で、具体

的な取り決めがなされている。 

②複数名の配置医師を置いていること、若しくは

配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設

の求めに応じて ２４時間対応できる体制を確

保している。 

③看護体制加算（Ⅱ）を算定している。 

１４４円 

７８０円 

1,580 円 

夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ ２１円 
夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロの要件に加え、同時刻

帯に喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置 

退所時相談援助加算 ４００円 

退居日から２週間以内に退居後の市町村、及び老

人介護支援センターにご利用者の介護状況を示

す文章を添え、居宅サービスに必要な情報を提供

した場合（１回を限度） 

退所前連携加算 ５００円  

退居に先立ち、指定居宅介護支援事業所に対し、

ご利用者の介護状況を示す文章を添え居宅サー

ビスに必要な情報を提供し、かつ指定居宅介護支

援事業所と連携し退居後の居宅サービス利用の

調整を行った場合（１回を限度） 

退所後訪問相談援助加算 ４６０円  
退居後３０日以内に訪問し、相談援助を行った場

合。（１回を限度） 

再入所時栄養連携加算 ２００円  

再入居時、退居前の栄養管理とは大きく異なる際

に病院等の管理栄養士と連携し栄養計画を策定

した場合（１回を限度） 
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認知症行動・ 

心理症状緊急対応加算 
２００円  

医師が認知症の行動・心理症状が認められる為、

在宅での生活が困難であり、緊急に施設入居が必

要と判断し、入居された場合。（入居した日から

７日を限度） 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
２２円 

以下のいずれかに該当する場合 

①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割

合が８０％以上。 

②介護職員の総数のうち、勤続１０年以上の介護

福祉士の占める割合が３５％以上。 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 
１８円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が６０％以上。 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 
６円 

以下のいずれかに該当する場合 

①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割

合が５０％以上。 

②介護職員の総数のうち、常勤の職員の占める割

合が７５％以上。 

③介護職員の総数のうち、勤続７年以上の職員が

３０％以上。 

※ サービス提供体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）の内、算定できるのは一つ。日常生活継続支援加

算が算定されている場合は算定できません。 

 

 

（１ヶ月毎に発生する料金） 

経口維持加算（Ⅰ） ４００円  

摂食機能障害があり誤嚥が認められるご利用者が、

継続して口から食事を摂るために、医師又は歯科医

師の指示に基づき経口維持計画を作成し栄養管理

を行った場合。 

経口維持加算（Ⅱ） １００円  

経口維持加算（Ⅰ）を算定し、ご利用者が継続して

口から食事を摂るための観察、及び会議等に医師や

歯科医師等が加わった場合。 

ＡＤＬ維持等 

加算(Ⅰ) 
３０円 

①利用者等 (評価対象利用期間が６月を越える者 )

の総数が１０人以上。 

②利用者全員に一定の期間においてＡＤＬ値を測

定し、厚生労働省に提出する。 

③一定の期間後に評価対象利用者の調整済みＡＤ

Ｌ利得を平均して得た値が１以上の場合。 

ＡＤＬ維持等 

加算(Ⅱ) 
６０円 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)①②に加え、 

一定の期間後に評価対象利用者の調整済みＡＤＬ

利得を平均して得た値が２以上の場合。 

褥瘡マネジメント加算

(Ⅰ) 
３円 

褥瘡の発生に係るリスクについて評価を行い、リス

クがあるご利用者については、計画を作成し、それ

に従いケアを行う。（少なくとも３月に１回を限度）

その評価結果等を厚⽣労働省に提出し、当該情報等

を活⽤した場合。 

褥瘡マネジメント加算

(Ⅱ) 
１３円 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)を算定し、施設入所時等

の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされ

た入所者等について、褥瘡の発生のないこと。 

生活機能向上連携加算 ２００円 

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するた

め、外部のリハビリテーション専門職等と連携する

場合。 
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排せつ支援加算（Ⅰ） １０円  

排せつに介護を要する⼊居者等ごとに、要介護

状態の軽減の⾒込みについて、医師⼜は医師と

連携した看護師が施設入居時等に評価するとと

もに、少なくとも六⽉に⼀回、評価を⾏い、そ

の評価結果等を厚⽣労働省に提出し、当該情報

等を活⽤した場合。 

排せつ支援加算（Ⅱ） １５円  

排せつ⽀援加算(Ⅰ)を算定し、適切な対応を⾏

うことにより、要介護状態の軽減が⾒込まれる

者について、施設⼊居時等と⽐較し、排尿・排

便の状態の少なくとも⼀⽅が改善するととも

に、いずれにも悪化がない。 

⼜はおむつ使⽤ありから使⽤なしに改善してい

る場合。 

排せつ支援加算（Ⅲ） ２０円  

排せつ⽀援加算(Ⅰ)を算定し、適切な対応を⾏

うことにより、要介護状態の軽減が⾒込まれる

者について、施設⼊居時等と⽐較して、排尿・

排便の状態の少なくとも⼀⽅が改善するととも

に、いずれにも悪化がない。 

かつ、おむつ使⽤ありから使⽤なしに改善して

いること。 

科学的介護推進 

体制加算(Ⅰ) 
４０円 

入居者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚

生労働省に提出し、当該情報等を活⽤した場合。 

   

自立支援促進加算 ３００円 

①医師が入所者ごとに、自立支援に必要な医学

的評価を入所時、及び、６ヵ月ごとに実施。 

②医学的評価の結果、特に自立支援の必要なご

利用者ごとに多職種が共同し支援計画を策定

する。 

③３ヵ月毎に支援計画の見直しを行う。 

④医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、

当該情報等を活⽤した場合。 


